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児童相談所におけるこころの健康と支援のための学術調査 

要 旨 

【目的】児童相談所の相談業務における自死遺児等の実態、支援の状況と課題、また保護

者等の自殺関連行動およびメンタルヘルスの問題を調査することにより、児童相談所

と関連機関で提供する自死遺児・保護者等に必要な精神保健的支援・社会的支援を明

らかにする。 
【方法】全国 207 か所の児童相談所を対象に、２種類の調査票（施設調査票・一時保護と

なった児童の利用者調査票）を 2014年 1月初旬に配布した。施設調査票の調査項目は、

児童の保護者等に見られた自殺既遂事例の数、自死遺児支援サービスの実施の有無等

である。利用者調査票の調査項目は自殺関連行動の見られた人物に関すること、当該

児童への支援の現況等である。 
【結果】施設調査票は 160 施設から回答があった（回収率 76.9％）。調査対象となった児童

において、25 年度中に保護者等に自殺既遂があった児童は 138 人であった。こうした

児童が少なくとも１人確認された児童相談所は 4 割であった。 
利用者調査において、自殺既遂または自殺未遂・自傷行為の見られた人物（児童の

保護者等）は 172 人、その 8 割以上が精神疾患のために医療機関を受診した経験があ

った。最も多い精神疾患は気分障害（32.7%）であった。保護者等に自殺関連行動が見

られた児童の家庭では、経済生活の困難（「生活保護受給」（30.8%）、「生活困窮」

（28.5%））、ひとり親家庭（「離婚」（46.5%）、父親が「いない」（27.9%））の割合が高

かった。 
自死遺児支援としてのサービスを実施していると回答した施設は 5.6%であった。ま

た、自死遺児支援もしくは自殺対策を行う場合の困難として「人材の確保」（70.0%）、

「職員の技術向上のための研修機会の確保」（53.1%）、「医療機関との連携」（31.3%）

が挙げられた。 
【考察】本調査によって、児童相談所で支援する児童の一定数に、自殺関連行動への関わ

りを余儀なくされている児童が存在することが確認された。また、自死遺児の中でも、

自死遺児としての支援につながりにくい可能性があることが示された。 
児童相談所において自殺関連行動への関わりを余儀なくされる児童が一定数存在す

ることを認識し、これらの児童に提供可能な支援の検討が必要である。このためには、

児童相談所内部での援助技術や知識の習得と、外部との専門機関を含めた包括的な援

助体制の構築によって児童相談所の援助活動を支援していくことが望まれる。 
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A. 背景 

政府の取り組むべき自殺対策の指針である自殺総合対策大綱は、平成 24 年に全体的な見

直しが行われ、「自殺を予防するための当面の重点施策」のひとつである「8.遺された人へ

の支援を充実する」のなかに「遺児への支援」が掲げられた。ここには、精神保健福祉セ

ンターや保健所の保健師等による遺児に関する相談体制を充実するとともに、地域におけ

る遺児の自助グループ等の運営、相談機関の遺児への周知を支援すること等が明記されて

いる。わが国でこうした自死遺児を対象とした包括的な支援を整えるためには、まず自死

遺児の実態把握が必要である。それには、どのような集団に、どのくらいの自死遺児が存

在するのか、その遺児がどのような状況に置かれているのか、あるいはその遺児に関わる

援助者がどのくらい存在しているのかといった基礎的な情報の把握が求められる。 
今回、自殺予防総合対策センターでは、内閣府の取りまとめた平成 25 年度自殺対策関係

予算に、「自殺予防総合対策センターにおいて、遺児のメンタルケアに関連した調査研究を

実施し、支援の現場で役に立てることのできる支援の手引きの開発につなげていく」と記

載されたことを踏まえて、自死遺児への支援体制を整備する上での情報収集の一環として、

児童相談所が関わる自死遺児等に着目し、全国の児童相談所を対象に調査を実施すること

とした。児童相談所は、全国に 207 か所（平成 25 年 4 月 30 日現在）あり、児童やその家

庭に関する様々な問題についての相談、指導業務を行っているが、近年は児童虐待への対

応が大きな課題となっている。こうした児童虐待の背景として、保護者等の抱えるメンタ

ルヘルスの問題が指摘され1)2)、児童相談所で対応している児童にも親の抱えるメンタルヘ

ルスの問題または自殺関連行動への関わりを余儀なくされているものが一定数いることが

推察される。すなわち児童相談所は自死遺児等の支援の際の重要な介入拠点となる可能性

がある。実際、児童相談所所長との意見交換のなかで、親の自殺関連行動を目撃した自死

遺児等への支援が児童相談所において必要であることも指摘されている。 
児童の被虐待経験自体がその後の児童のメンタルヘルスの問題のリスクを高めたり、自

殺の危険を高めたりすることが先行研究で明らかにされていることにも注意しなければな

らない3)4)。多くの被虐待児童への援助に関わる児童相談所で質の高い支援を行うことは、

当該児童の将来の自殺予防にも役立つであろう。しかし、被虐待だけでなく、近親者の自

殺を経験することは遺された者の自殺リスクを高めることが知られている。特に親の自殺

                                                  
1
中谷茂一ほか：児童相談所が対応する虐待家族の特性分析：被虐児及び家族背景に関する考察 児童虐待防止に効果的

な地域セーフティネットのあり方に関する研究．平成15年度厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事

業）総括研究報告書（主任研究者 高橋重宏），19，2003． 
2加藤曜子ほか：児童相談所ソーシャルワーカーが出会う虐待する親の実態分析。家庭支援の一環としての虐待親へのペ

レンティングプログラム作成．平成 15 年度厚生労働省科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）総括研究報

告書（主任研究者 加藤曜子），18-24，2003． 

3Plener, P.L., Singer, H., and Goldbeck, L. Traumatic events and suicidality in a German adolescent community 
sample. J Trauma Stress. 2011, 24(1):121-4. 

4 Kimonis, E. R., Skeem, J. L., and Edens, J. F. et al. Suicidal and criminal behavior among female offenders: the 
role of abuse and psychopathology. J Pers Disord. 2010 Oct;24(5):581-609. 
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関連行動を目撃した場合、それが後の児童のメンタルヘルスの問題や自殺関連行動につな

がることも考えられることから、特に身近な人間の自殺関連行動を経験した児童に提供で

きる支援について具体的な検討が求められる。 
以上を踏まえ、本研究では、児童相談所と関連機関で提供する自死遺児・保護者等に必

要な精神保健的支援・社会的支援を明らかにすることを目的として調査を実施した。また、

自死遺児への支援において、児童相談所で必要な援助資源と他機関との連携体制について

検討を行った。 
 

B. 目的 

 児童相談所の相談業務における自死遺児等の実態、支援の状況と課題、また保護者等の

自殺関連行動およびメンタルヘルスの問題を調査することにより、児童相談所と関連機関

で提供する自死遺児・保護者等に対する精神保健的支援・社会的支援を明らかにする。 
さらに、具体的な支援の検討として、児童相談所で利用可能な手引きの作成を行う。こ

の手引きは、本調査結果と、自死遺族支援でこれまで培われてきた各所の経験を踏まえ、

自死遺児等の支援に取り組むための基礎的な情報と対応について、児童福祉の現場で利用

しやすいようにまとめたものとなる。 

C. 方法 

全国 207 か所の児童相談所を対象に、２種類の調査票を 2014 年 1 月初旬に配布した。 
なお、各都道府県・政令指定都市等の自殺対策主管課ならびに児童福祉主管課に調査協

力の依頼を併せて行った。 
 
１）児童相談所についてのアンケート（施設調査）                  
 調査項目は、児童相談所の業務に関する基本事項の確認と、抱えている課題等について

であった。具体的な項目は以下である。 
１．児童相談所と他の専門相談機関との統合または併設 
２．児童相談所における自死遺児支援サービスの実施の有無 
３．自死遺児への支援もしくは自殺対策を行う上での困難 
４．25 年度中に保護者等に自殺関連行動がみられた事例数 
５．2014 年 1 月 1 日～2014 年 3 月 31 日（「利用者調査」実施期間）において一時保護

された児童数 
対象は、「児童福祉司指導」、「児童福祉施設入所」、「里親委託」された児童の同居家族とした。

「保護者等」について、本調査では「児童と一緒に生活した者で、血縁関係を問わず、児童相談

所の把握している者」とした。 
 これらの項目について児童相談所として回答を求めた。 

- 3 -



4 
 

２）一時保護された児童の保護者等に見られた自殺関連行動の記録（利用者調査）    
 調査項目は、児童相談所の相談業務において把握された自殺関連行動と関連情報である。

具体的な項目は以下である。 
 １．児童の情報（児童の性別・年齢・相談内容（種別）） 
２．自殺関連行動の見られた人物の情報（年齢・児童との関係・自殺関連行動の内容・

メンタルヘルスの問題） 
３．児童の家庭状況（保護者等の婚姻状況・職業・経済状況等） 
４．世帯状況（世帯人数・同居家族の構成） 
５．当該児童への支援において連携している機関 
６．当該児童への支援において連携を強化していきたい機関 
７．遺児支援（実施している遺児支援サービス・当該児童への遺児支援の必要性） 

  
  調査期間は、2014 年 1 月 1 日～2014 年 3 月 31 日として、調査期間内に一時保護された

児童のなかで保護者等に自殺関連行動が把握されたものの情報を、調査票に転記するよう

求めた（一時保護については、一時保護委託を含むものとした）。 
転記する情報は一時保護を受理した時点での情報とした。自殺関連行動の行われた時期

は、調査期間以前も含むこととした（例：2011 年に実母が自殺既遂、調査期間内に一時保

護された児童は調査対象とする）。調査期間中に該当する者がいなかった場合は、「該当者

なし」と書かれた調査票のみの返送を求めた。 
これらの調査は、国立精神・神経医療研究センターの倫理委員会の承認を受けて実施さ

れた（承認番号 A2013-018）。 
調査結果については、各調査票の項目についての単純集計（結果の１、２）と項目間の

関連性の検討のためクロス集計を行った（結果の３～６）。クロス集計表の作成は以下の観

点に基づき行った。 
・児童相談所における自殺関連行動の把握数は、児童相談所と他の専門相談機関との組

織的関係付けによって異なるか（結果の３） 
・保護者等の自殺関連行動に自殺既遂が含まれている場合とそうでない場合で、児童に

特徴が見られるか（結果の４） 
・保護者等が自殺既遂である場合に、それを児童に伝えているか否かに関連する要因が

あるか（結果の５） 
・保護者等に自殺関連行動が見られた児童への支援において、今後連携を強化したいと

される機関とは、現在どのような連携にあるか（結果の６）  
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D. 結果 

 
１）施設調査（単純集計）                              
施設調査票は 160 施設から回答があった（回収率 76.9％）。この中には、本所と支所でそ

れぞれ調査票の返送があった児童相談所が 1 施設あり、別々の児童相談所としてカウント

した（元の発送先は本所のみ）。 
児童相談所と他の専門相談機関との統合または併設の結果を表１に示した。最も多く挙

げられていたのは「知的障害者更生相談所」26.9%（43/160）であり、「身体障害者更生相

談所」16.3％（26/160）、「婦人相談所」15.0％（24/160）、「配偶者暴力相談支援センター」

15.0％（24/160）、「福祉事務所」11.9％（19/160）、「保健所」6.9％（11/160）と続いてい

た。「その他」の併設機関の具体的な記述として、「県警少年相談保護センター」、「女性セ

ンター兼務職員の配置」、「里親家庭支援センター」、「教育センターの相談部門」、「教育相

談（主に不登校・いじめ相談）」がそれぞれ 1 件みられた。 
自死遺児支援としてのサービスの実施有無の結果を表２に示した。「実施している」と回

答した児童相談所は 5.6%（9/160）であった。 
自死遺児への支援もしくは自殺対策を行う場合の困難を複数選択により尋ねた結果を表

３に示した。「人材の確保」70.0%（112/160）、「職員への技術向上のための研修機会の確保」

53.1%（85/160）、「スーパーヴィジョン体制」42.5%（68/160）、「医療機関との連携」31.3%
（50/160）といった回答が多くみられた。 
児童相談所で把握された平成 25年度中の自殺既遂に関係する事例を表４～表９に示した。

対象となるのは平成 25 年度中に「児童福祉司指導」、「児童福祉施設入所」または「里親委

託」となった児童の中で、保護者等に自殺既遂がみられた事例である。保護者等に自殺既

遂が見られた児童が１例以上把握された児童相談所は全体の 38.8%（62/160）であった。

そのうち該当する児童の数が１名であった施設はその半数（31/62）で、3 名以上みられた

児童相談所も約 4 分の 1（15/62）あった。中には 16 例見られたという児童相談所が１施設

あった。保護者等に自殺既遂がみられた児童数の全体平均は 1.02（標準偏差=1.89）、最小

値は 0、最大値は 16 であった。 
また、保護者等に自殺既遂者がいる児童の実人数は 138 名であり、そのなかで自殺を行

っている場面を目撃した児童は 10 名、遺体の第一発見者となった児童は 16 名であった。 
児童の保護者等における自殺既遂者の実人数は 100 名であり、そのなかで児童の主たる

養育者である人物は 75 名、平成 24 年度以前の自殺既遂は 59 名であった。 
保護者等に 2 名以上の自殺既遂がみられた世帯は児童相談所 6 施設で把握されており、

それが 1 世帯であった児童相談所が 5 施設、7 世帯あった児童相談所が 1 施設であった。 
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施設調査 結果表 
 
 

表１．他の専門相談機関と統合もしくは併設されている児童相談所（複数選択） 
  度数 割合 

福祉事務所 19 11.9% 

知的障害者更生相談所 43 26.9% 

身体障害者更生相談所 26 16.3% 

発達障害者支援センター 3 1.9% 

児童福祉施設 3 1.9% 

医療機関 4 2.5% 

保健所 11 6.9% 

婦人相談所 24 15.0% 

配偶者暴力相談支援センター 24 15.0% 

精神保健福祉センター 4 2.5% 

その他 8 5.0% 

 
 
 

表２．自死遺児支援としてのサービスの実施の有無 
  度数 割合 

実施している 9 5.6% 

実施していない 145 90.6% 

無記入 6 3.8% 

計 160 100.0% 
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表３．自死遺児への支援もしくは自殺対策を行う場合の困難（複数選択） 
  度数 割合 

人材の確保 112 70.0% 

職員の技術向上のための研修機会の確保 85 53.1% 

スーパーヴィジョン体制 68 42.5% 

医療機関との連携 50 31.3% 

法律、法的手続き、法的対応への理解 47 29.4% 

関係機関のネットワーク構築 44 27.5% 

職員の心理的影響へのケア 36 22.5% 

所内での多職種連携 8 5.0% 

無記入 20 12.5% 

 
 
 

表４．保護者等に自殺既遂が見られた児童数ごとの児童相談所数 
  児童相談所数 

児童数 度数 割合 

0 人 73 45.6% 

1 人 31 19.4% 

2 人 16 10.0% 

3 人 6 3.8% 

4 人 2 1.3% 

5 人 4 2.5% 

6 人 1 0.6% 

7 人 1 0.6% 

16 人 1 0.6% 

無記入 25 15.6% 

計 160 100.0% 

※対象は、平成 25 年度中に「児童福祉司指導」、「児童福祉施設入所」

または「里親委託」された児童 
  

- 7 -



8 
 

表５．保護者等に自殺既遂が見られた児童のうち、自殺を行っている場面を 
目撃した児童の数ごとの児童相談所数 

  児童相談所数 

児童数 度数 割合 

0 人 48 77.4% 

1 人 7 11.3% 

3 人 1 1.6% 

無記入 6 9.7% 

計 62 100.0% 

※対象は、平成 25 年度中に「児童福祉司指導」、「児童福祉施設入所」 
または「里親委託」された児童 

 
 
 

表６．保護者等に自殺既遂が見られた児童のうち、遺体の第一発見者となった 
児童の数ごとの児童相談所数 

  児童相談所数 

児童数 度数 割合 

0 人 46 74.2% 

1 人 10 16.1% 

3 人 2 3.2% 

無記入 4 6.5% 

計 62 100.0% 

※対象は、平成 25 年度中に「児童福祉司指導」、「児童福祉施設入所」 
または「里親委託」された児童 
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表７．自殺者（児童の保護者等）の実人数ごとの児童相談所数 
  児童相談所数 

自殺者数 度数 割合 

0 人 68 42.5% 

1 人 40 25.0% 

2 人 10 6.3% 

3 人 7 4.4% 

4 人 1 0.6% 

5 人 1 0.6% 

10 人 1 0.6% 

無記入 32 20.0% 

計 160 100.0% 

 
 
 
表８．自殺者（児童の保護者等）の実人数のうち、児童の主たる養育者にあたる人物の

実人数ごとの児童相談所数 
  児童相談所数 

自殺者数 度数 割合 

0 人 10 16.7% 

1 人 35 58.3% 

2 人 7 11.7% 

3 人 5 8.3% 

4 人 1 1.7% 

7 人 1 1.7% 

無記入 1 1.7% 

計 60 100.0% 
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表９．自殺者（児童の保護者等）の実人数のうち、24 年度以前の自殺既遂者の 
実人数ごとの児童相談所数 

  児童相談所数 

  度数 割合 

0 人 22 36.7% 

1 人 25 41.7% 

2 人 5 8.3% 

3 人 4 6.7% 

4 人 1 1.7% 

8 人 1 1.7% 

無記入 2 3.3% 

計 60 100.0% 
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２）利用者調査（単純集計）                             
利用者調査として行った、保護者等に自殺関連行動（自殺既遂、自殺未遂または自傷行

為）が見られた児童、自殺関連行動を示した人物、その家庭状況についての結果を示す。

回収された事例調査票は 167 であった。調査票１枚に複数名分の児童の記入があったもの

をそれぞれ算定し、最終的に該当する児童は 172 ケースとなった。そのうちの児童がお互

いにきょうだい関係にあるケースが 80 ケース、きょうだいが含まれる世帯数は 34 世帯で

あった（2 人きょうだい＝24 世帯、3 人きょうだい＝9 世帯、5 人きょうだい＝1 世帯）。よ

って、自殺関連行動が見られた人物の実人数は 126 名であった。 
保護者等に自殺関連行動が見られた児童に関する結果を表 10～表 13 に示した。性別の割

合は、男 48.3%（83/172）、女 50.0%（86/172）、不明 1.7%（3/172）であった（表 10）。
児童の年齢別では、0 歳から 17 歳まで幅広く分布していた（表 11）。児童相談所への相談

内容では、「養護相談」が最も多く、その中でも「虐待」に関する相談が全体の 58.7%（101/172）
を占めていた。一方で、「養護相談」の中での「虐待以外の相談」も 33.1%（57/172）と少

なくなかった（表 12）。児童本人の問題行動としては、「不登校」の割合が 11.2%（19/172）
と最も高く、非行 8.3%（14/172）、暴力行為 7.7%（13/172）、自傷行為 5.9%（10/172）の

と続いていた（表 13）。 
自殺関連行動が見られた人物に関する結果を表 14～表 23 に示した。自殺関連行動がみら

れた人物の年齢では、30～39 歳の割合が 37.3%（47/126）と最も多く、20～29 歳 19.8%
（25/126）、40～49 歳 15.1%（19/126）と続いていた（表 14）。自殺関連行動がみられた人

物と児童との関係性では、「母」が 78.5%（135/172）と最も多く、次いで「父」14.5%（25/172）
であった（表 15）。 
自殺関連行動がみられた人物について、児童（本人）への加害（無理心中等5）があった

のは 10.5%（18/172）であった（表 18）。 
自殺関連行動がみられた人物のうち、「自殺既遂」に該当するものは 26.9%（34/126）で

あった（表 16）。これを児童からみた場合、保護者等に自殺既遂者がいる児童の数は 23.8%
（41/172）であった。このうち、自殺既遂の時期が「1 か月以内」は 19.5%（8/41）、「1 年

以内」は 36.6%（15/41）であり、合わせると１年以内に保護者等の自殺既遂を経験した児

童が半数以上であった（表 20）。自殺既遂を児童に隠しているかどうかについては、「はい

（隠している）」が 31.7%（13/41）、「いいえ（隠していない）」が 46.3%（19/41）であっ

た（表 21）。 
 
自殺関連行動の見られた人物のメンタルヘルス問題については、「精神疾患のために医療

機関を受診したことがある」の割合は 84.9%（107/126）であった（表 22）。そのなかの診

断名として最も多かったのは「気分障害」32.7%（35/107）で、パーソナリティ障害 27.1%

                                                  
5無理心中が既遂の場合、児童が児童相談所で対応されることはなく、ここでの「無理心中等」の表現は、

「無理心中（未遂）等」を意味する。 
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（29/107）、統合失調症 17.8%（19/107）、不安障害 17.8%（19/107）と続いていた（表 23）。 
保護者等に自殺関連行動がみられた児童の家庭状況に関する結果を表 24～表 27 に示し

た。児童の家庭状況における保護者等の婚姻状況では、「離婚」46.5%（80/172）、「不和」

14.0%（24/172）、「別居」10.5%（18/172）、「DV」7.6%（13/172）、「問題なし」12.2%（21/172）
であった（表 24）。父母の職業では、父は「有職」の割合が 39.0%（67/172）と最も高く、

母は無職の割合 65.1%（112/172）と最も高かった（表 25）。また、父が「いない」児童も

27.9%（48/172）と多かった。 
家庭の経済状況では、「生活保護受給」世帯の児童 30.8%（53/172）、「生活困窮」世帯の

児童 28.5%（49/172）であり、半数以上に家庭の経済困難があった（表 26）。 
児童への支援における連携機関についての結果を表 28 に示した。保護者等に自殺関連行

動がみられた児童への支援において連携している機関として最も多く挙げられていたのは

「学校」59.3%（102/172）であり、「市区町村児童福祉 主管課」56.4%（97/172）、「医療

機関（精神科）」53.5%（92/172）、「福祉事務所」36.0%（62/172）、「保育所・幼稚園」29.7%
（51/172）と続いていた（表 28）。 

児童への支援において今後連携を強化してきたい機関として、最も多く挙げられていた

のは「医療機関（精神科）」41.3%（71/172）であって、「学校」33.7%（58/172）、「市区町

村児童福祉 主管課」26.7%（46/172）、「児童養護施設」20.3%（35/172）、「保育所・幼稚

園」19.8%（34/172）と続いていた（表 28）。今後連携を強化していきたい機関の「その他」

の具体的記述には「市区町村障害福祉課」、「障害者総合支援センター」、「知的障害施設」、

「乳児院」、「未成年後見人（弁護士）」が挙げられていた。 
児童相談所で実施する遺児支援についての結果を表 29 と表 30 に示した。保護者等に自

殺関連行動が見られた児童に実施している遺児支援として最も多く挙げられていたのは

「通所カウンセリング等の心理的ケア」であった。次いで「遺族の心理や反応に関する情

報提供」、「メンタルヘルス（精神疾患）に関する情報提供」、「学費・奨学金に関する情報

提供」などが挙げられていた（表 29）。遺族の自助グループ、支援グループに関する情報提

供やつなぎを実施しているという回答はなかった。 
保護者等に自殺関連行動が見られた児童への遺児支援の必要性については、対象児童全

体では「わからない」という回答が 24.4%（42/172）と最も多く、「必要ないと思う」19.2%
（33/172）、「必要だと思う」14.0%（24/172）と続いていた。保護者等が自殺既遂であった

児童に限定した場合、「必要だと思う」回答が 34.1%（14/41）と最も多く、「わからない」

は 22.0%（9/41）、「必要ないと思う」19.5%（8/41）と続いていた。 
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利用者調査 結果表 
 

表 10．保護者等に自殺関連行動が見られた児童の性別 
  度数 割合 

男 83 48.3% 

女 86 50.0% 

無記入 3 1.7% 

計 172 100.0% 

 
 
 

表 11．保護者等に自殺関連行動が見られた児童の年齢 
  度数 割合 

0 歳 12 7.0% 

1 歳 15 8.7% 

2 歳 8 4.7% 

3 歳 8 4.7% 

4 歳 9 5.2% 

5 歳 6 3.5% 

6 歳 13 7.6% 

7 歳 11 6.4% 

8 歳 11 6.4% 

9 歳 12 7.0% 

10 歳 6 3.5% 

11 歳 14 8.1% 

12 歳 6 3.5% 

13 歳 15 8.7% 

14 歳 6 3.5% 

15 歳 7 4.1% 

16 歳 7 4.1% 

17 歳 2 1.2% 

無記入 3 1.7% 

計 172 100.0% 

 
  

- 13 -



14 
 

表 12．保護者等に自殺関連行動が見られた児童の相談内容（n=172、複数選択） 
    度数 割合 

１．養護相談 159 92.4% 

  1 養護相談[虐待] 101 58.7% 

  1 養護相談[虐待以外の相談] 57 33.1% 

２．非行相談 3 1.7% 

  2 非行相談[ぐ犯等] 2 1.2% 

  2 非行相談[触法行為等] 1 0.6% 

３．保健相談 0 0.0% 

４．障害相談 2 1.2% 

５．育成相談 8 4.7% 

  5 育成相談[性格行動] 4 2.3% 

  5 育成相談[不登校] 3 1.7% 

  5 育成相談[適正] 0 0.0% 

  5 育成相談[しつけ] 1 0.6% 

無記入   3 1.7% 

 
 
 

表 13．保護者等に自殺関連行動が見られた児童にみられる問題行動 
（n=172、複数選択） 

  度数 割合 

不登校 19 11.2% 

ひきこもり 4 2.4% 

非行 14 8.3% 

暴力行為 13 7.7% 

自傷行為 10 5.9% 
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表 14．自殺関連行動が見られた人物の年齢階級 
 度数 割合 

10～19 歳 3 2.4% 

20～29 歳 25 19.8% 

30～39 歳 47 37.3% 

40～49 歳 19 15.1% 

50～59 歳 4 3.2% 

60 歳以上 2 1.6% 

無記入 26 20.6% 

計 126 100.0% 

※人物の実人数を提示（複数の児童に共通する同居家族の場合の重複を除いた数） 
 

表 15．自殺関連行動が見られた人物と相談対象児童との関係 
  度数 割合 

母 135 78.5% 

父 25 14.5% 

きょうだい 5 2.9% 

祖母 3 1.7% 

祖父 1 0.6% 

無記入 3 1.7% 

計 172 100.0% 

 
表 16．自殺関連行動が見られた人物の「自殺既遂」の有無 

  度数 割合 

[自殺既遂]あり 41 23.8% 

なし 106 61.6% 

無記入 25 14.5% 

計 172 100.0% 

 
表 17．自殺関連行動が見られた人物の「自殺未遂または自傷行為」の有無 

  度数 割合 

[自殺未遂または自傷行為]あり 142 82.6% 

なし 7 4.1% 

不明 9 5.2% 

無記入 14 8.1% 

計 172 100.0% 
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表 18．自殺関連行動が見られた人物の「当該児童への加害（無理心中等）」の有無 
  度数 割合 

[当該児童への加害（無理心中等）]あり 18 10.5% 

なし 115 66.9% 

不明 10 5.8% 

無記入 29 16.9% 

計 172 100.0% 

 
表 19．自殺関連行動が見られた人物の「当該児童以外の家族への加害」の有無 

  度数 割合 

[当該児童以外の家族への加害]あり 10 5.8% 

なし 115 66.9% 

不明 18 10.5% 

無記入 29 16.9% 

計 172 100.0% 

 
表 20．自殺関連行動が自殺既遂であった場合の自殺既遂の時期 

（表 16 で「あり」と記載された対象者のみの累計） 
  度数 割合 

１か月以内 8 19.5% 

１年以内 15 36.6% 

２～３年以内 4 9.8% 

３年以上前 13 31.7% 

無記入 1 2.4% 

計 41 100.0% 

 
表 21．自殺既遂の場合、（現在）自殺であることを児童に隠しているかどうか 

（表 16 で「あり」と記載された対象者のみの累計） 
  度数 割合 

はい（隠している） 13 31.7% 

いいえ（隠していない） 19 46.3% 

無記入 9 22.0% 

計 41 100.0% 
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表 22．自殺関連行動の見られた人物のメンタルヘルスの問題（n=126、複数回答あり） 
  度数 割合 

精神疾患の治療のために医療機関を受診したことがある 107 84.9% 

診断はついていないが精神疾患の疑いがある 9 7.1% 

特になし 6 4.8% 

不明 8 6.3% 

無記入 0 0.0% 

※人物の実人数を提示（複数の児童に共通する同居家族の場合の重複を除いた数） 
※「精神疾患のために医療機関を受診したことがある」と「診断はついていないが精神疾患の疑いがあ

る」がともにチェックされた人物が３名、「精神疾患のために医療機関を受診したことがある」と「特

になし」がともにチェックされた人物が１名含まれており、回答はそれぞれに算入されている。 
 

表 23．自殺関連行動の見られた人物のメンタルヘルス問題の診断名（n=107、複数回答あり） 

（表 22 で「精神疾患の治療のために医療機関を受診したことがある」と記載された対象者のみの累計） 

  度数 割合 

統合失調症 19 17.8% 

物質関連障害 1 0.9% 

気分障害 35 32.7% 

不安障害 19 17.8% 

適応障害 11 10.3% 

摂食障害 4 3.7% 

パーソナリティ障害 29 27.1% 

知的障害 3 2.8% 

発達障害 3 2.8% 

その他 11 10.3% 

不明 10 9.3% 

「その他」の記載のなかで「うつ病」等の具体的な診断名があった場合は、 
該当する診断名のカテゴリに算入した。 
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表 24．保護者等に自殺関連行動が見られた児童の家庭状況 
（n=172、複数回答あり） 

  度数 割合 

不和 24 14.0% 

DV 13 7.6% 

別居 18 10.5% 

離婚 80 46.5% 

問題なし 21 12.2% 

不明 10 5.8% 

無記入 19 11.0% 

 
 

表 25．保護者等に自殺関連行動が見られた児童の父母の職業 
  父 母 

  度数 割合 度数 割合 

有職 67 39.0% 36 20.9% 

無職 18 10.5% 112 65.1% 

不明 11 6.4% 3 1.7% 

いない 48 27.9% 5 2.9% 

その他 7 4.1% 7 4.1% 

無記入 21 12.2% 9 5.2% 

計 172 100.0% 172 100.0%

 
 

表 26．保護者等に自殺関連行動が見られた児童の家庭の経済状況 
  度数 割合 

生活保護受給 53 30.8% 

生活困窮 49 28.5% 

困窮等なし 52 30.2% 

不明 7 4.1% 

無記入 11 6.4% 

計 172 100.0% 
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表 27．保護者等に自殺関連行動が見られた児童の家庭の世帯人数 
  度数 割合 

1 人 1 0.6% 

2 人 28 16.3% 

3 人 44 25.6% 

4 人 54 31.4% 

5 人 19 11.0% 

6 人 10 5.8% 

7 人 6 3.5% 

8 人 1 0.6% 

無記入 9 5.2% 

計 172 100.0% 
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表 28．保護者等に自殺関連行動が見られた児童への支援において連携している機関、   
ならびに今後連携を強化していきたい機関（n=172、複数回答） 

  
連携している機関 

今後連携を強化して

いきたい機関 

度数 割合 度数 割合 

1.市区町村児童福祉 主管課 97 56.4% 46 26.7% 

2.市区町村母子保健 主管課 17 9.9% 8 4.7% 

3.市区町村児童福祉・母子保健統合課 12 7.0% 7 4.1% 

4.福祉事務所 62 36.0% 28 16.3% 

5.市区町村保健センター 43 25.0% 19 11.0% 

6.知的障害者更生相談所 0 0.0% 0 0.0% 

7.身体障害者更生相談所 0 0.0% 0 0.0% 

8.自立支援施設 4 2.3% 4 2.3% 

9.児童養護施設 31 18.0% 35 20.3% 

10.情緒障害児短期治療施設 6 3.5% 8 4.7% 

11.児童委員 12 7.0% 5 2.9% 

12.児童家庭支援センター 4 2.3% 1 0.6% 

13.医療機関（内科） 2 1.2% 1 0.6% 

14.医療機関（かかりつけ） 7 4.1% 1 0.6% 

15.医療機関（小児科） 10 5.8% 4 2.3% 

16.医療機関（精神科） 92 53.5% 71 41.3% 

17.医療機関（産婦人科） 5 2.9% 3 1.7% 

18.保健所 25 14.5% 23 13.4% 

19.精神保健福祉センター 4 2.3% 5 2.9% 

20.婦人相談所 1 0.6% 1 0.6% 

21.家庭裁判所 2 1.2% 0 0.0% 

22.学校 102 59.3% 58 33.7% 

23.教育委員会 17 9.9% 7 4.1% 

24.保育所・幼稚園 51 29.7% 34 19.8% 

25.児童館・児童センター 3 1.7% 3 1.7% 

26.警察 33 19.2% 16 9.3% 

27.人権擁護委員 0 0.0% 0 0.0% 

28.民間団体 3 1.7% 2 1.2% 

29.その他 31 18.0% 24 14.0% 

無記入 9 5.2% 28 16.3% 
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表 29．保護者等に自殺関連行動が見られた児童に実施している遺児支援 
（n=172、複数回答） 

  度数 割合 

遺族の心理や反応に関する情報提供 8 4.7% 

通所カウンセリング等の心理的ケア 16 9.3% 

遺族が行うこととなる諸手続き（遺族年金、借金の相続放棄等）

に関する情報提供 
1 0.6% 

遺族が行うこととなる諸手続き（遺族年金、借金の相続放棄等）

の代行もしくは代行依頼 
0 0.0% 

遺族の自助グループ、支援グループに関する情報提供 0 0.0% 

遺族の自助グループ、支援グループへのつなぎ 0 0.0% 

メンタルヘルス（精神疾患）に関する情報提供 4 2.3% 

学費・奨学金に関する情報提供 3 1.7% 

学費・奨学金に関する専門機関 

（あしなが育英会、日本学生支援機構など）へのつなぎ 
0 0.0% 

 
 
 

表 30．保護者等に自殺関連行動が見られた児童への遺児支援の必要性 

  
対象児童全体

遺児のみ 
（保護者等が自殺既遂） 

度数 割合 度数 割合 

必要だと思う 24 14.0% 14 34.1% 

今は必要ないが、将来必要になると思う 17 9.9% 8 19.5% 

必要ないと思う 33 19.2% 8 19.5% 

わからない 42 24.4% 9 22.0% 

無記入 56 32.6% 2 4.9% 

計 172 100.0% 41 100.0% 
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３）児童相談所の統合もしくは併設施設ごとの自殺関連行動の把握（クロス集計）            

 各児童相談所で把握された自殺既遂事例について、児童相談所の統合・併設施設ごとに

まとめた（表 31、表 32）。統合・併設に関する記載のなかった児童相談所（「統合・併設な

し」）は 81 施設あり、そのなかで保護者等に自殺既遂が見られた児童が把握されていた施

設は 35.8%（29/81）であった。これと統合・併設施設の記載の見られた児童相談所の数値

を比較すると、「保健所」63.6%（7/11）、「身体障害者更生相談所」50.0%（13/26）、「配偶

者暴力支援センター」45.8%（11/24）、「福祉事務所」42.1%（8/19）と統合・併設されてい

る児童相談所は、比較的高い割合で、保護者等に自殺既遂の見られた児童が把握されてい

た（各施設について該当する児童相談所の合計が 10 以下の場合は除外）。自殺既遂者の実

人数でみた場合（表 32）においても、同様の傾向がみられた。 
 また、自死遺児支援のサービス実施の有無についても、児童相談所の統合・併設施設ご

とにまとめた（表 33）。「統合・併設なし」に該当する児童相談所で自死遺児支援としての

サービスを実施していると回答した施設は 1.2%（1/81）であった。これらの児童相談所と

比べて、自死遺児支援としてのサービスを実施しているという回答が比較的多くみられた

のは、「知的障害者更生相談所」14.0%（6/43）、「身体障害者更生相談所」15.4%（4/26）、
「婦人相談所」8.3%（2/24）、「配偶者暴力支援センター」12.5%（3/24）であった（各施設

について該当する児童相談所の合計が 10 以下の場合は検討から除外）。 
 

表 31．児童相談所の統合もしくは併設施設ごとの保護者等に自殺既遂が見られた児童の

把握 
  保護者等に自殺既遂が見られた児童数   

  0 人 1 人以上 不明 計 

  度数 割合 度数 割合 度数 割合   

福祉事務所 9 47.4% 8 42.1% 2 10.5% 19 

知的障害者更生相談所 21 48.8% 16 37.2% 6 14.0% 43 

身体障害者更生相談所 9 34.6% 13 50.0% 4 15.4% 26 

発達障害者支援センター 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 3 

児童福祉施設 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 3 

医療機関 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% 4 

保健所 4 36.4% 7 63.6% 0 0.0% 11 

婦人相談所 14 58.3% 7 29.2% 3 12.5% 24 

配偶者暴力相談支援センター 9 37.5% 11 45.8% 4 16.7% 24 

精神保健福祉センター 1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 4 

その他 4 50.0% 2 25.0% 2 25.0% 8 

統合・併設なし（無記入） 37 45.7% 29 35.8% 15 18.5% 81 
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表 32．児童相談所の統合もしくは併設施設ごとの自殺既遂者の把握 
  自殺既遂者の実人数   

  0 人 1 人以上 不明 計 

  度数 割合 度数 割合 度数 割合   

福祉事務所 7 36.8% 7 36.8% 5 26.3% 19 

知的障害者更生相談所 20 46.5% 15 34.9% 8 18.6% 43 

身体障害者更生相談所 10 38.5% 12 46.2% 4 15.4% 26 

発達障害者支援センター 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 3 

児童福祉施設 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 3 

医療機関 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% 4 

保健所 3 27.3% 7 63.6% 1 9.1% 11 

婦人相談所 14 58.3% 6 25.0% 4 16.7% 24 

配偶者暴力相談支援センター 10 41.7% 9 37.5% 5 20.8% 24 

精神保健福祉センター 1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 4 

その他 3 37.5% 2 25.0% 3 37.5% 8 

統合・併設なし（無記入） 35 43.2% 29 35.8% 17 21.0% 81 

 
 
 

表 33．児童相談所の統合もしくは併設施設ごとの自死遺児支援サービス実施の有無 
  自死遺児支援としてのサービス実施有無   

  実施している 実施していない 不明 計 

  度数 割合 度数 割合 度数 割合   

福祉事務所 0 0.0% 19 100.0% 0 0.0% 19 

知的障害者更生相談所 6 14.0% 36 83.7% 1 2.3% 43 

身体障害者更生相談所 4 15.4% 22 84.6% 0 0.0% 26 

発達障害者支援センター 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 3 

児童福祉施設 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 3 

医療機関 1 25.0% 3 75.0% 0 0.0% 4 

保健所 0 0.0% 11 100.0% 0 0.0% 11 

婦人相談所 2 8.3% 22 91.7% 0 0.0% 24 

配偶者暴力相談支援センター 3 12.5% 21 87.5% 0 0.0% 24 

精神保健福祉センター 1 25.0% 3 75.0% 0 0.0% 4 

その他 1 12.5% 6 75.0% 1 12.5% 8 

統合・併設なし（無記入） 1 1.2% 76 93.8% 0 0.0% 81 
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４）保護者等の自殺既遂の有無別の児童の特徴                    
 報告された児童の相談内容、児童の問題行動について、保護者等にみられた自殺関連行

動の内容（自殺既遂であった場合とそうでない場合）の別に基づいてまとめた（表 34、表

35）。児童の相談内容について本調査の対象児童は、そのほとんどが「養護相談」に該当す

るものであり、そのなかで保護者等の自殺関連行動に自殺既遂がみられた児童は 25.9%
（35/135）であった。養護相談のなかで種別を「虐待」と「虐待以外の相談」とに分ける

と、「虐待」に関する相談に該当する児童の方が「虐待以外の相談」の児童よりも保護者等

に自殺既遂がみられる割合が高かった（表 34）。 
 児童の問題行動について保護者等の自殺関連行動の内容（自殺既遂の有無）別に見た場

合（表 35）、数は少ないが、保護者等が自殺既遂をしている場合の方が自殺既遂ではない場

合に比べて、児童が「ひきこもり」の問題を抱えている割合が高かった。また、「自傷行為」

が見られる割合についても保護者等が自殺既遂をしている場合に、他の問題に比べて高か

った。 
 保護者等が自殺既遂である場合の、その自殺既遂をした人物と児童との関係を表 36 にま

とめた。まず自殺関連行動の見られた人物は「母」か「父」にあたる人物がほとんどであ

り、特に「母」が多かった。このなかで、自殺既遂の有無についてみると、特に「父」に

あたる人物が自殺既遂であったケースは 68.4%（13/19）であって、自殺既遂でないケース

よりも多かった。ただし、自殺既遂の実数で見れば、もっとも多いのは「母」（17 ケース）

であった。「きょうだい」「祖母」「祖父」にあたる人物の自殺既遂も確認されたが、これら

の人物が全体に占める割合は低かった。 
 
 

表 34．保護者等の自殺既遂の有無による児童の相談内容 
    自殺既遂あり 自殺既遂なし 計 

    度数 割合 度数 割合   

１．養護相談 35 25.9% 100 74.1% 135 

  1 養護相談[虐待] 23 27.4% 61 72.6% 84 

  1 養護相談[虐待以外の相談] 10 20.0% 40 80.0% 50 

２．非行相談 1 33.3% 2 66.7% 3 

３．保健相談 0   0   0 

４．障害相談 1 50.0% 1 50.0% 2 

５．育成相談 4 50.0% 4 50.0% 8 

無記入   3 50.0% 3 50.0% 6 
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表 35．保護者等の自殺既遂の有無による児童の問題行動 
  自殺既遂あり  自殺既遂なし 計 

  度数 割合  度数 割合   

不登校 9 47.4%  10 52.6% 19 

ひきこもり 3 75.0%  1 25.0% 4 

非行 6 46.2%  7 53.8% 13 

暴力行為 5 38.5%  8 61.5% 13 

自傷行為 4 50.0%  4 50.0% 8 

無記入 3 50.0%  3 50.0% 6 

 
 
 

表 36．保護者等の自殺既遂の有無別の児童との関係 
  自殺既遂あり 自殺既遂なし 不明 計 

  度数 割合 度数 割合 度数 割合   

母 17 17.3% 67 68.4% 14 14.3% 98 

父 13 68.4% 5 26.3% 1 5.3% 19 

きょうだい 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 3 

祖母 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 3 

祖父 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 

不明 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 2 
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５）保護者等の自殺既遂の児童への非開示に関連する他の変数                 
 児童の保護者等が自殺既遂であった場合に、そのことを児童に隠しているか否かについ

て、他の変数との関連をまとめた（表 37）。 
児童の性別に関する傾向は特に見られなかった。 
児童の年齢に着目すると、「4～7 歳」では、「いいえ（隠してない）」という回答よりも、

「はい（隠している）」の回答の割合が多かった。一方で「8～11 歳」、「12～15 歳」、「16
～17 歳」と年齢が高くなるにつれて、「いいえ（隠していない）」の割合が高くなる傾向が

みられた。 
 自殺既遂の時期に着目すると、「3 年以上前」では「はい（隠している）」という回答より

も、「いいえ（隠してない）」の回答の割合が高かったが、「1 か月以内」「2～3 年以内」で

は、「はい（隠している）」の割合の方が高かった。 
 メンタルヘルス問題については、「特になし」、「疑いあり」に該当するケースが少ないこ

ともあり、明確な特徴は見いだせなかった。 
 また、経済状況においては、「困窮等なし」の場合に「はい（隠している）」の割合が比

較的高いという傾向がみられた。 
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表 37．自殺既遂を隠しているかどうかと他の変数の関連 

    
1.はい 

（隠している） 

n=12 

2.いいえ 
（隠していない）

n=18 

不明 

n=11 
 計

    度数 割合 度数 割合 度数 割合   

児童性別 女 5 27.8% 8 44.4% 5 27.8% 18

  男 7 30.4% 10 43.5% 6 26.1%  23

児童年齢 0～3 歳 1 20.0% 1 20.0% 3 60.0%  5

4～7 歳 4 66.7% 1 16.7% 1 16.7% 6

8～11 歳 4 33.3% 5 41.7% 3 25.0% 12

12～15 歳 2 14.3% 8 57.1% 4 28.6% 14

16～17 歳 1 25.0% 3 75.0% 0 0.0% 4

児童との関係 母 4 21.1% 9 47.4% 6 31.6%  19

父 5 29.4% 8 47.1% 4 23.5% 17

きょうだい 2 100% 0 0.0% 0 0.0% 2

祖母 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2

祖父 0 0.0% 0 0.0% 1 100% 1

自殺既遂の時期 １か月以内 4 50.0% 1 12.5% 3 37.5%  8

１年以内 2 15.4% 6 46.2% 5 38.5% 13

２～３年以内 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 3

３年以上前 4 30.8% 7 53.8% 2 15.4% 13

  無記入 0 0.0% 3 75.0% 1 25.0%  4

メンタルヘルス問題 受診あり 8 30.8% 11 42.3% 7 26.9% 26

疑いあり 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 3

特になし 0 0.0% 2 100% 0 0.0% 2

  不明 3 30.0% 4 40.0% 3 30.0%  10

夫婦関係 不和 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0% 5

DV 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2

別居 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2

離婚 2 12.5% 7 43.8% 7 43.8% 16

問題なし 1 12.5% 4 50.0% 3 37.5% 8

不明 3 60.0% 2 40.0% 0 0.0% 5

  無記入 3 75.0% 1 25.0% 0 0.0%  4

経済状況 生活保護受給 0 0.0% 6 75.0% 2 25.0% 8

生活困窮 2 16.7% 4 33.3% 6 50.0% 12

困窮等なし 8 47.1% 6 35.3% 3 17.6% 17

不明 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 3

  無記入 1 100% 0 0.0% 0 0.0%  1
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６）児童への支援において連携している機関と今後連携したい機関のクロス表       
 保護者等に自殺関連行動が見られた児童への支援において連携している機関と今後連携

したい機関のクロス集計表を示す（表 38）。表中、灰色に塗られたセルは、連携している機

関と今後連携したい機関が同じ機関名である場合の交差点を示している。つまり、灰色で

示された数値は、現在連携しているが、さらに今後連携を強化したいと考えられている機

関である。この数値について、もっとも度数が高かったのは、「学校」（52）であり、「医療

機関（精神科）」（51）、「市区町村児童福祉 主管課」（39）と続いていた。「学校」について

は対象児童の 102 ケースに対して連携している機関として挙げられており、そのなかの約

半数に相当する 50.9%（52/102）が連携強化の必要性を挙げていた。「医療機関（精神科）」

でも 55.4%（51/92）と同様の結果であった。 
 また、「医療機関（精神科）」は今後連携を強化したい機関として主要なもののひとつで

あったが、（現状として）どういった連携体制にある場合に、「医療機関（精神科）」との連

携強化を望むかを検討するため、表 38 の「16).医療機関（精神科）」にあたる列を見ると、

「医療機関（精神科）」以外で最も多かったのは、「学校」であり、「市区町村児童福祉 主
管課」、「保育所・幼稚園」と続いていた。 
 保護者等に自殺関連行動が見られた児童への支援において、今後、連携を強化したい機

関についてみた場合に、上記のように、現状においてすでに連携が見られるが、今後一層

強化したい場合もあれば、現状においてあまり連携が見られないために今後連携を推し進

めたいという場合もありうる。後者について検討するために児童への支援において今後連

携を強化したいとされた機関が、（現在）児童相談所と連携している割合について表 39 に

示した。表 39 で示した割合が低い機関ほど、現在、連携がないために今後、当該児童への

支援を強化したいものであると解釈できる。その結果、連携を強化したいと回答された度

数が高い機関をみると「児童養護施設」、「保健所」が低い割合を示していた。 
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表 39．今後、連携強化したい機関に対する（現在）連携有りの割合 

  

Ａ.各機関が今後連

携を強化したい機

関として挙げられ

た児童数 

B. A の内、（現在）連

携している機関が回答

された児童数 
B/A（％） 

1.市区町村児童福祉 主管課 46 39 84.8% 

2.市区町村母子保健 主管課 8 4 50.0% 

3.市区町村児童福祉・母子保健統合課 7 6 85.7% 

4.福祉事務所 28 26 92.9% 

5.市区町村保健センター 19 15 78.9% 

8.自立支援施設 4 2 50.0% 

9.児童養護施設 35 14 40.0% 

10.情緒障害児短期治療施設 8 5 62.5% 

11.児童委員 5 2 40.0% 

15.医療機関（小児科） 4 2 50.0% 

16.医療機関（精神科） 71 51 71.8% 

17.医療機関（産婦人科） 3 2 66.7% 

18.保健所 23 11 47.8% 

19.精神保健福祉センター 5 4 80.0% 

22.学校 58 52 89.7% 

23.教育委員会 7 4 57.1% 

24.保育所・幼稚園 34 22 64.7% 

25.児童館・児童センター 3 2 66.7% 

26.警察 16 13 81.3% 

28.民間団体 2 1 50.0% 

29.その他 24 13 54.2% 

他の専門機関について A)の度数が１以下のものは除いた 
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E. 考察 

 
 本調査の施設調査ならびに利用者調査で得られた結果を総合して考察を述べる。 
 
児童相談所における自殺関連行動 
施設調査の結果に示されたように、25年度中に「児童福祉司指導」、「児童福祉施設入

所」、「里親委託」された児童のなかで、同居家族に自殺既遂のあった児童が１人以上み

られる児童相談所は4割であった。児童相談所によっては16人もの該当児童がいた。このこ

とは、児童相談所で関わる児童の一定数に自殺関連行動への関わりを余儀なくされている

児童の存在があることを示すものである。また、把握されなかった自殺関連行動もあると

推測されることから、本調査結果で示された数値は、児童相談所における自殺関連行動の

実態の最小限であって、児童相談所で関わる児童のもっと多くが保護者等の自殺関連行動

の影響を受けている可能性は高い。 
 
児童相談所における自殺関連行動の背景 
 利用者調査の結果から児童相談所で把握された自殺関連行動の背景としてメンタルヘル

スの問題があることが示された。メンタルヘルスの問題については、自殺関連行動の見ら

れた人物の 8 割以上に「精神疾患の治療のために医療機関を受診したことがある」ことが

確認された。こうした結果は、自殺・自殺企図の背景にメンタルヘルスの問題があるとす

るこれまでの先行研究の結果と一致するものである。また、報告された児童の多くは養護

相談の虐待相談で受理されたケースであったが、これは虐待の背景として、養育者にメン

タルヘルス問題が存在するというこれまでの調査結果とも一致している。診断名としては

「気分障害」、「パーソナリティ障害」、「統合失調症」、「不安障害」等であったが、こうし

た児童の保護者等はメンタルヘルスに関する専門的支援を必要とする者も多いと考えられ

る。 
 また、家庭の経済状況については、保護者等に自殺関連行動が見られた児童の家庭では

「生活保護受給」や「生活困窮」の家庭の割合は本調査対象児童の 6 割近くにのぼり、む

しろ「困窮等なし」の家庭が少なかった。このことは保護者等の婚姻状況をみた場合に「離

婚」や父親が「いない」家庭がかなりの割合で含まれていることとも関係しているだろう。

ただし、この結果は、保護者等に自殺関連行動が見られた児童の家庭に限らず、児童相談

所で相談対応した児童の家庭の状況と共通しているかもしれない。 
 児童相談所で把握される自殺関連行動においては、保護者等のもつメンタルヘルス問題

に加え、経済困難や家族問題が背景にあると考えられることから、これらの児童もしくは

家庭への支援においてはメンタルヘルスと社会的支援を含む総合的な支援が必要と考えら

れる。 
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児童相談所における自死遺児支援 
児童相談所で関わる児童のなかに保護者等の自殺関連行動を経験しているものが一定数

存在する一方で、自死遺児支援としてのサービスは児童相談所ではほとんど行われていな

かった。 
この背景の一つ目として、日本において自死遺児等の支援そのものが普及していないこ

とがある。ゆえに、児童相談所においても自死遺児等の支援がほとんど行われていないの

であろう。あるいは、児童相談所の通常業務の中に自死遺児等の支援として捉えるべき内

容を含まれていたとしても、それらが自死遺児等の支援の取り組みとして認識されていな

いかもしれない。 
この背景の二つ目として、児童相談所で自死遺児等の支援を行うための体制構築の難し

さがある。自死遺児等の支援もしくは自殺対策を行う場合の困難として 3 割強の児童相談

所が「医療機関との連携」を挙げ、3 割弱の児童相談所が「関係機関のネットワーク構築」

の困難を挙げているように、外部の機関との連携体制の構築が、自死遺児等の支援を実施

するうえでの重要な構成要素であろう。また、「人材の確保」と「職員の技術向上のための

研修機会の確保」も自死遺児等の支援もしくは自殺対策を行う場合の困難として高い割合

を示しており、児童相談所における支援を拡充するうえでは、人材と技術向上の機会の確

保が必要であろう。 
また、児童相談所で自死遺児等への支援を行う場合、児童相談所以外で把握される自死

遺児等への支援との相違も踏まえておくべきである。家族の自殺問題を抱える児童が児童

相談所において把握される場合、家族内には、自殺既遂に至る以前から、虐待、経済的困

窮や家族問題と、それに関連した非行、ひきこもり等の問題が存在している可能性が高い。

こうした問題と自殺が複合した場合に、一般的な自死遺児等の支援とは異なる配慮が必要

になる可能性があり、児童養護の状況のなかで求められる自死遺児支援の枠組みの検討が

必要である。 
 

児童相談所の対象児童への支援における連携機関 
 本調査で報告された児童は、保護者等に自殺既遂などの自殺関連行動が見られた児童で

ある。これらの児童への支援において、児童相談所が連携している、もしくは今後連携を

強化していきたい機関として挙げられたのは、「市区町村児童福祉主管課」、「学校」、「医療

機関（精神科）」等であった。たとえば、「市区町村児童福祉主管課」は児童相談所の援助

活動における役割分担もしくは支援の対象であり、「学校」は児童が平日昼間を過ごす場所

であり、そして、「医療機関（精神科）」はメンタルヘルスの専門的支援を提供する。これ

らが連携を強化したい機関として挙げられたことは、ニーズに対して連携の構築が十分で

はないと児童相談所において理解されているためと考えられる。 
また、自殺関連行動に関係した児童の支援という点では、メンタルヘルスだけでなく、

経済的困難や家族問題を抱えやすい点から、「医療機関（精神科）」だけではなく、健康全
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般、さらに社会的支援を含む総合的支援を必要とする。今後は児童相談所において自殺関

連行動に曝された児童が一定数存在することを認識し、自死遺児に提供可能な支援メニュ

ーについて、他の専門機関との協力のもとで検討を進める必要があるだろう。 
 
まとめ 
 本調査結果は、児童相談所で把握される自殺関連行動の実態を広く関係者と共有し、総

合的な支援体制の構築を求めるものである。本調査結果からは、保護者等の自殺関連行動

を経験した自死遺児等であっても、児童相談所のなかでの自死遺児としての支援につなが

りにくいことが明らかになった。また、支援を行うとしても外部専門機関との連携体制構

築や、人材の確保・育成に困難が存在していることが明らかになった。 
児童相談所においては年々増加している児童虐待への相談対応だけでなく、児童の非行、

育成、障害などの様々な相談業務が求められている。また、児童の親や家庭も援助の対象

であり、児童への最善の福祉のために様々な支援を検討しなければならない。一方で、児

童相談所の体制や利用可能な外部資源の拡充は未だ十分とはいえない状況にある。児童相

談所で抱えている課題は複雑かつ多様であり、そのなかに自殺に関する問題も存在してい

る。幼少期に近親者の自殺を経験することはその後の自殺リスクを長期にわたって高める。

児童相談所において、自殺の問題を抱え、その支援を必要としている児童が存在している

ことへの関係者の認識を高めていく必要がある。 
もっとも、現状においては自死遺児等の支援について確立された方策があるわけではな

い。例えば、あしなが育英会等の民間支援団体が親を自殺で失った子どもたちに経済的支

援を行いながら、同様の困難を抱えた者や先達との関わりの機会を設ける等の取組を行っ

てきた。こうした自死遺児支援は、各支援団体がそれぞれの方法論を開発してきたが、そ

れを一般化したかたちで共有できるようにして、社会的養護、児童福祉においても自死遺

児等の支援に活用していくことが期待される。ここで、児童相談所の通常の業務の中にも、

自死遺児等の支援として機能しているものも存在するであろうことに注意する必要がある。

児童福祉の現場の情報をもとに、自死遺児等のニーズと必要な支援を検討し、現状の支援

にくわえてさらに必要なものが何かを把握してくことが必要である。 
児童相談所で関わる児童のニーズは多様かつ複雑であるが、その中で自殺問題に目を向

け、適切な援助を行うためには、児童相談所内部での援助技術や知識の習得と、外部との

専門機関を含めた包括的な援助体制の構築が必要である。児童相談所職員の負担を大きく

するのではなく、適切な援助を実行できることで負担を軽減できるよう、児童相談所の活

動を支援していくことが今後の課題である。 
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児童相談所におけるこころの健康と支援のための学術調査 研究グループメンバー表 

 
井上 祐紀（公益財団法人十愛会 十愛病院） 
大塚 俊弘（長崎県福祉保健部医療監兼県央保健所） 
小野 善郎（和歌山県精神保健福祉センター） 
川崎 二三彦（子どもの虹 情報研修センター） 
勝又 陽太郎（新潟県立大学人間生活学部子ども学科） 
川野 健治（国立精神･神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター） 
白神 敬介（国立精神･神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター） 
白川 教人（横浜市こころの健康相談センター） 

○竹島 正 （国立精神･神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター） 
藤林 武史（福岡市こども総合相談センター） 
 

（平成 27 年 2 月現在 五十音順 ○は研究実施責任者） 
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